
 

告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
七
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土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
八
年
五
月
二
十
日
認
可
し
た
。 
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馬
宮
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市 

 

0f6db2b2d60096e55620c06caa1affac


		Motohiro Ohno
	2026-05-25T14:30:55+0900
	日本
	2026-05-25 14:30:25 +09:00 JSTに承認しました


	



